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はじめに   

卵巣がん患者（K子さん）が残した患いを挙げるために遺族が起こした「インフォームド・コンセン  

ト訴訟」－－これが金沢大学病院を巡る問題の始まりです。病院の抗がん剤投与の臨床就験では、授与  

する患者を㌻あみだくじ」で決め、患者に内緒で行うという、まさに「人体実験jが行われていまし   

た。  

その事実を知った産婦人科の打出蓄熱医師は巨大学病院の教授に直訴して、r試験のやり方はおかし 書 蔓  

い」と異議を唱えましたが、認められず、教授からは「大学に居たいならば日をつむれJとの忠告を安 室  
けました。   

打出医師の考えを変えるきっかけになったのは、K干さんが1998年11月にT弁護士に宛てた手  

紙でした。  

粛が読′j靴診療の芳しみば言爵になら扱いぽどに挙いものでし度カくカくんを澄ず澄めと膚‘ジ  

て一生暦紛に厨えで度いびまし度合 しかしそわカ壌請の一つだフ磨ことを戯びまし盈。い  

ろいるな粛を彪度ち膚着にば何の鹿野もなしに好い分げていたのです㌔ このよぅノなことが  

許ざわるのでしょラか。（中藤ノ．舟常時隊の申で．ごのよぅーなことカ戦密のうちに行わわ  

ることば、今までの弟顔材料になってきた人たちのためにも．またこわから大草病原を膠  

じで律をあ翻るÅ度ぢの澄めに軌 屠らβ1にレ告げわばなら庶£にとどと層¢ぼダ；  

r真相を明らかにしてほしい」というK子さんの連恵を託された以上、選択肢は1つしかないとの患  

いで、遺族は1999年6月、当時の大学の管理者である国を相手取り撞訴しました。   

金沢地裁は、担当医が患者に無噺でクリニカルトライアルの対象症例として豊漁し、東海する化学療  

法の内容をプロトコールに基づいて無作為割付で決定したことに対し、患者の自己決定権を侵奪したと  

して、慰謝料の支払いを命じました。   

しかし、教授の意に反して、患者連族側に立ったことで、打出医師は大学病院内で「内部告発者j と  

して冷遇され続けています。大学側の処遇に対し、打出医師は学内のハラスメント防止委員会に申し立  

てをしましたが、満足のいく籠果は得られていません。   

多くの病院がr患者中心jやr患者本位」などの基本理念をうたっていますが、医療従覇者が患者の  

ために本当に良心に基づいた行動をとると、r内部告発者Jというレッテルを貼られ、不利益をこうむ  

ることがある夷情を知ってください。  
l．＿．．▼＿．＿‖．＿．．…．．．血＿【川、．＿．、．り．．．．＿．＿．．．，…＿‥．．■＿．．．．．．＿…．．．．．＿．＿．－．．．．．‥－＿＿．，、＿．．．．．＿．，．．＿．．．．．．．．．．，．．．＿．．，＿．．．＿．．．＿．＿、．…．．．．＿．－．．．．．．．．．‥．・‥…．．．．．＿．．．＿．．，．，．．小…．…・＿・一．．．．＿，．＿．．．．．＿、＿‖＿ト，＿＿．．▲．・H・、・・．．．．．．．‖．．．－．．．一．．ノ．い．＿．．」＿．．1．－、・．・・j  

1：金沢大闇樫の経過  

2：】露盤翼働大臣らに簸てた前出医髄の上申書  

3：週刊金盛月記凄  

4：春老資料一撃   

金土琵琶丘   
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2：厚生労働大臣らに克てた打出医障の上申普  

ごロ05年9月ノ7日  

ふ一事獣ギ．‾l三三丁  

厚生労鰍爵  

潜靡のあが方に厨㌢る線形会  

求虜願鮒脚線封安藤  

鬼卿寮会粛  

とト詳細膨を用いた屠蘇級究の  

産び方に厨㌢る常習爵頗穿  

とわ潜併発に膠する藤戸官爵盛会  

厚生労戯藩医寮露点局長  

厚生発効窟尿慶鍔慮  

贋造労盛者摩憩層虜  

小農霧」戯顧  

慮是 秀涙戯  

靡虜 各位厳  

重腰 爵庇殿  

重点 各位蔚   

農産 爵位粛  

重責 番数殿  

膚＃ 忍尭慶  

永摺 邦蕗  

忍ざ宵務感殿  
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厚生労労音鰯題  申虜 jE替戯  

厚生労膨窟慶寮好男密度ぎ  慮ノ／J塵庚願  

文部署孝膚 生命線督・安全部拾  

得澄靡選びセト∬凝魔働男頂門登場虜  

Åクローン屠蘇究棚作者部会  貴慮 爵位戯  

既承認蔓のランダム化比較試験は臨床研究ではないので被強者のインフォーム  

ドコンセントはあ要ない、とする国および治験の権威者の見解を闘い、被験者  

保護法の確立を求める上申書  

金沢大学病院 産婦人料 打出 音漑  

拝啓  

r第5回治放のあり方に関する検討会j（2005年7月2三日開催）地検討会において配布され、議事次  

第に「当日配布資料j として掲載された、福島雅典教授，増田聖子弁護士、光石忠敬弁護士連名の意見  

書（2005年6月28日付：如殖）において、払が関与してきた裁判  

について言及されていますので、その裁判において国や治験の権威者がー昆蔵置垂のランダム化比毅  

ではないので纏機者のインフォーム ドコンセントは必妻ないJとの趣旨の見解を示  

してきた経緯の概略につきご報告申し上げると共に、福島民ら意見書と同日墟出された他の2つの意見  

書にもあるように、被験者保護のための法的管理体制整序の必要性を、私自身の経験から上申いたしま  

す。真金において是非ご検討下さいますようお願い申し上げます。  

敬具  

＊本上申音は、r第5回治俄のあり方に関する検討会j同様、各委員会章魚および傍聴席  

に配布し、委員会ホームページに掲載いただけるようお願いいたします。当方においても  

インターネットにて公開し、報道関係者にも配布いたします。  

◇上申の趣旨と理由  

払は、現在も勤める現国立大学法人金沢大学一医学部附属病院で1998年に行われた「同意無き簡床試  

験」裁判に、被験者ご遺族の証人として関わって参りました。その裁判では、国をはじめ、除床試験の  

棺ヰ的お立場であられるA教授、B教授、C教授の三氏がお揃いになってイ保険収載きれた蓬のラン  

ダム化比j蛙試験は匿慮盲濾験では姦いので擁隷書の早老はあ翠ないユとするような意見を述べられま  

した。  

国は、平成15年9月12日の控訴審第1準備誓詞において「本件クリニカルトライアJい について、  

「          な       山   ‾・・     三島主立主」靂重丘量盟  

を要するべき垂頂ではなかったと考えられるJと述べ、平成16年11月1日付最終準備書簡では「養魚  

池（筆者注：1998年）は、現在ほどインフォームドコンセントに対する意識は高くなかったことを考  

え併せれば、‥・本件当時、文塞によるインフォームドコンセントを写る ぺき護憲があったと  

閻jと述べています。またA、B、C教授の三氏は、rクリニカルトライアル 」  

とプロトコルに浸されランダム割付の実生された衰微が、市販後の薬剤を対象としていることか  

ら、櫨験者の首麓は必蕃愈いとして国を支持する見解を述べています。  

1979年に批准された国際人権自由権規約は、同意のない科学的・医学的実験をいかなる場合にも禁じ  

ています。また本件が新GCP成立後の市販後臨床就験であったことからしても、薪GCP以降治験は適切に  

行われているので治験の規制綬和が必要だとする見解、治験以外の臨床試験の法的管理は必要なしとす  

る見解は、問い直す必要があると断じざるをえません。  

以下にその裁判経過概略を配し巨以下ヨ点から♯験者1良識注＃定の必蔓性を上申する と共に、Ⅹ衷  

にとト経：飽児研究と闊達して纏足意見を述べます。  

（り 施設審査垂鼻会の機能不全：せ換者保誅法に基一ゴく公的第三者機爛としての蕃重体瀾設立  

の必要性  

（2）韓及び国立大学法人の臨床武儀忘ついての意識：ー治験j以外の臨床試験の法的管理棒鋼  
20  
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の必普性  

（3〉 臨床註験の権威者の意識：r治験Jにおける被鼓脊髄謹のあり方を開い轟す必要性  

注：  

A教授：X医科大学産科婦人科教授、日本M学会幹窃長・評議鼻、日本N学会評漆鼻、日本0学会理寧、P  

共同研究会・Qプロトコル重畳長。  

B教授：Y大学医学部附属病院臨床試験管攫センターーセンター長．  

C教授：Z大学数授・医学部附属病院薬剤部長。  

◇裁判経遇の概略と上申および理由の評議  

7 く疲剤好適庶務＞  

1997年の新GCP成立後の1998年、現飼立大学法人金沢大学産婦人科では、製薬企業から委託された  

臨床試験および市販後調査が行われていました。1999年6月、その臨床試験の被験者に無断豊漁された  

患者がこれら蘇床試験でのインフォームドコンセント不備を提訴し、3年8カ月の審増の未．2003年2月  

の地裁（金沢地方裁判所第二部平成＝年（ワ）羊30ア号親書藤償済求）  

h馳；／／c馳佃om血之．c卿．ぬ侮厄Ⅳ由，惜f／㈹bvi飾′紺5C8C242SCF3A3E492S6C∈8㈹3ヰヰ8Al／？0胱n［ねC踊e雨）  

は、「患者は，主治医が，患者のために最善の治療をしてくれていると信じて苦しい抗がん剤治療に耐  

えてきたのに，本件クリニカルトライアルに登録されていたことを知り，自分に対する治療が一種の異  

教だったと理解し，激しい憤りを感じたことが認められる。jと判示し、クリニカルトライアル（鯨床  

試験）の無断登録事実を認め、その精神的苦痛の慰謝が必要と設定しました。  

ところが被告であった因はこの判決を不服と控訴しました．控訴溺の第一準備書面には「本件クリニ  

カルトライアルに症例登録されることについての説明を受けるぺきであったかどうかについては、症例  

登録されてもされなくても、受ける治療内窄に差異がなかったのであるから、殊更に説明を要するぺき  

事項ではなかったと考えられる」と記されていたのです82年2カ月に及ぷ審議の束のZOO5年4軋高裁  

においても（名古屋高等裁判所金沢支部平成15年（ネ）第87号猟書賠償萬栄控訴事件  

麺融、r本件観明  

鏡務違反は，本件クリニカルトライアルの目的，本件プロトコル（研究計画書）の概要，本件クリニカ  

ルトライアルに登薄されることが患者に対する治療に与える影響等について説明をし，その同意を簿な  

かったことにあるところ、‥■患者は，本件観明教務違反により，相当程度の梼神的苦痛を被ったも  

のと認めることができる。」と、地裁判決と同様「陪席試験の被験者に対する説明養親速度jが評定さ  

れました。  

捜訴人の国立大学法人金沢大学はこの高裁判決を受け入れましたので、この認定部分は確定しまし  

たむ しかし患者側は、rこの臨床試験の抗癌剤の「高用温ユ部分は医師の裁量権の一部だから、患者へ  

の説明は不要である」とする高裁判決部分は、患者の自己決定権を侵害するものとして上告していま  

す。  

2 く仁者財界のノ踊静を慶常に雷管する感賞焙＞  

以下の3点より、臨床観験の法的管理が必要であると思われます。  

（l）施設専査豪農食の機能不全：被験者保護法に基づく公的第三者複軌としての審査陣綱設立  

の必要性  

歯床試験実施の際には、施設（倫理）審査委風食（隅B：lnstitutiona事ReviewBoard）の承評が必要と  

なって来ましたが、大学病院と言った多士済々が章魚としてそろう施設においてさえ、このIRBは充分機  

能しているとは貰えません。  

と申しますのは、韓床試験中読者は各施設の当該分野第一人者であるのが通例ですので、IRBの委員に  

は、その第一人者が申請した臨床試験のく一般的弔級は指摘可としても）専門的問題点の指摘が出来な  

い場合が往々だからです。  

金沢大学病院で行われた酪床試験に関するX医科大学産科婦人科教授・A民意見書には「CP療法及び  

CAP療法はどちらも卵巣がんに対する優れた抗がん化学療法で、昭和60年嘆から現在にいたるまで、多  

くの施設で行われている棲準的医療であります。よって平成10年の時点において、奏功率を比較する臨  

床鼓験（無作為化比較級験）の対象とはならない功を証言いたしますjと藩かれていました。   
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A教授からすると‘‘対象とはならない”臨床紬でも、金沢大学病院では産婦人科教授が申済すれ  

ば、それが「臨床試験j として行われたという現実がありました。（なお、A教授は、“対象とはならな  

いけ臨床ま験を実施することの非倫理性には触れず、国を操残する証言をしています。）  

金沢大学粛院で行われた榛床試験では、そのプロトコルに「説明と同意」の必要性が明紀されていたに  

も拘わらず、実際には、韓床試験に関するインフォームドコンセント無しに患者さんは被験者にされて  

いました。このような現実にも当大学IR引ま、インフォームドコンセント違反を訴えた裁判がおこるまで  

は何も知らないような状況にありました。国立大学病院択Bでさえこうした現実ヤすので、中小病阻RB  

で充分な被験者保護が出来るかとの疑念は禁じ褐ません。  

IRBの設立主旨は被験者保護にあると患います。ですから、まず臨床試験プロトコルの科学性・倫理性  

についての審査は、利益相反の面からも、被験者の保護を連接の目的とする法律を椙髄法として設計さ  

れた、施設から独立の、公的第三者機能としての「セントラルtRB」に任せるようにすべきです（もっと  

もこれは、現行GCPの規制緩和策としての、施設ごとの輩凄審査による業務負担軽減を目的としたものと  

なること電ま許されません。そのような設計では、機能不全の現行RBが、さらに敦が渡ることにより一層  

機能しなくなるという結果にしかならないからです）。  

ですから「セントラル択鋸は、被験者保護を邑的とする法御こ拠り、アメリカの「被験者保護局」の  

ような中央線繊を伴う法敵討とすべきです。そして各施設のIRBは、そこで行われる臨床登験の被験者保  

護に目を向け∴被験者のきめ細かなケアを目指す体制となることで初めて、被験者の尊厳及び人権は守  

られるのだと払は思います。  

（2）飼及び国立大学法人のI瞥凍試験についての意識：r治験J以外の鎗虔鼓鉄の法的管理件瀾  

の必要性  

新しい薬剤の承認申清を目的とする臨床試験（治験）の場合、その新薬が既存薬より有効か苦かは論  

談終了まで未知であること、また、治験開始前には未知の致死的有害事象が見つかる鳩舎もあることな  

どから、治験被験者保護の目的でー薬事法」の下に、治験は行われて来ました。  

ところが治験以外の「研究者主導の臨床艶験」では、それに用いる薬剤が保険収載済みの場合には  

「医師の裁量Jの名の下に、その被験嶺となる患者の了解もなく、薬剤添付文音に未配載の用法・用量  

を「託験Jする場合がありました。金沢大学病院での臨床試験は、まさにこの例にあたります。  

こうした「臨床試軌全般の適正推進を目的として、平成15年7月厚労省は「昏床研究に関する倫理  

指針」（告示第Z55号）（他出血）を策定し、インフォームドコンセ  
ントの必要性を明記しました。しかしこの倫理指針を告示したその年に、皮肉にも国は「犠床駄験での  

インフォームドコンセントの必要億」を判示した金沢地裁判決を不服とし控訴したのでした。平成16年  

11月1日の捜訴人最終準備書面には「本件当時は、現在ほどインフォームドコンセントに対する意識は  

高くなかったことを考え併せれば、現在の基準（「臨床研究に関する倫理指針jを指す）であっても、  

本件クリニカルトライアルが文書によるインフォームドコンセントの対象にならないと考えられる以  

上、本件当時、文書によるインフォームドコンセントを得るぺき幾揚があったと臥到底静められな  

い」と記されていました。この国の主張は、「臨床研究に関する倫理指針」が有名無実であることを示  

します。  

このような現況にあって、r高度先進医療jの名のもとに、実験段階の医療技術、未承認の細胞治療  

などが推進されています。r高度先進医療」に申請するための症例を集積する過程においては、被験者  

を保護する法的管理体制はありません。そのような申で、医師（研究者）の思いつきの療法を、充分な  

説明もなしに薦められた患者が声を上げ始めているという報道も続いています。r蒸をもつかむ患いj  

の患者が、医学的エビデンスのない医療に高級な治療費を自費診療として支払わされている例もあるよ  

うです。  

現行の「治験Jにおいて、臨床試験の科学性と倫理性を確保するための方法が確立されたと考えるの  

であれば、その体制を「治墳」以外にも広げていく方策の検討は、r治験のあ刃方に関する検討会jの  

責務であると考えます。  

（3）露座銑鉄の権威者の意識：ー治験jにおける♯験者保護のあり方を円い毒すあ警世  

「同意無き臨床試験裁判Jの経過申、r治験j r臨床試験」について指＃的立場にある権威の方々か  

らの寮見事が出されました。A教授、B敦授、それにC教授からのものです。これらの方々の意見書は  

以下のようなものでしたので、その一部を転載致します。  

◇A教授意見者（乙那愕臥平成13年1月之0日ち2；  

http：／／ⅣOu扇n，Web．た2、⊂Om／三．html＃3－2  ページ5／8  
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rcp療法及びCAP療法はどちらも卵巣がんに対する優れた抗がん化学療法で、昭和60年墳から現在にい  

たるまで、多くの施設で行われている標準的医療であります。よって平成10年の時点において、奏功琴  

を比較する臨床試験（無作為化比較駄験）の対象とはならないことを証言いたします。金沢大学医学部  
附属病院産科・婦人科で採用されている用法・用量に関しても保険適応内の安当な治療であって、例え  
事後、両度法の治療成頴を集計し比較したとしても、何ら問題のない自主研究の範疇であると考えま  

す。」   

◇B教授意見書（乙第34考証、平成13年6月Z7日）：  
r第Zで「市販後調軌について壌々説明したところであるが、卵巣がんをはじめとするがん膿の化学療  

法による好中球減少症の患者に対して、ノイトロジン製剤（保険適応内）を投与し、後日にこれを検証  

することは、あくまでも前記策Zの（2）の特別調査に位置付けられ、打出医師の陳述書で言うー捺床実  
験」に該当しないことは明らかである。」   

◇C教授意見書（乙第35号臥平成13年6月28日）：  
「さて、本件で問題となっているノイトロジンでありますが、この薬は平成3年の発売当初から卵巣癌  

を初めとするいくつかの癌腫に対する化学療法による好申球減少症が適応の顆粒球増加薬です。従っ  

て、例え、平成9年未に受診・加療した本件対象患者に本剤が使用されたとしても、保険適応範寓内であ  
り、なんら問題視されるべきものではないと患います。また、市販後翁査として、特別讃摺紺を実施して  
いたとしても、本件においては、上記のとおり、本剤を保険適応内で使用していることから、特別調封王  
の内の試験には当たらず調査に該当し、患者からの同意取得は髭務付けられていません。J   

A教授者見書で言及されたところの、CP療法及びCAP療法を比較したクリニカルトライアルのプロト  

コルの目的には、r卵巣癌の最適な治療法を確立するために、＝期以上の症例を対象として、今回高用豊  
のCAPとCP療法で無作為比較乳酸をすることにより、患者の長期予後の改善における有用性を検討す  
る。あわせて高用藍の化学療法におけるG－CSFの韓床的有用性についても検討する。」と記されていまし  

た。   

同時に行われていたりイトロジン 特別調査蔓l（卵巣癌＝の目的には、「lntensifyCAP／CP療法  
におけるノイトロジン注の投与タイミングの検討を、好申球回復効果及びQPL（発熱等）によって検討  

すると共に、ノイトロジン注併用により本化学療法が完遂出来るか雷かについて、その際の奏効率及び  
安全性と併せて検討する」と書かれており、またこのプロトコルには、この調査を委託した企業による  

以下のような記載もなされていました   

（下記下線は、そのプロトコルに記載されたまま）。  
僻する説明と串意   

試験担当医師は、本試験の実施に先立ち原則として塞登峯Aに対し，下紀の事項について十分に艶明  
をした上で、自由意思による文藩での目蓋を裔る（未成年者の場合は連星隼壁基）。本人に敏明が出  

来ない場合には、家族（法定代理人）に良く説明し、裏書嘩同意は説明した医師と  
艶明を受けた患者の署名捺臥同意を得た日付を記載した文書として保存する。また、代理人による同  

意の場合は、同意に関する配線とともに同意者と患者本人との関係についても記録を残す。   
1）本首床試験の目的および方法  

2）予期される効果および副作用  

3）他の治横法の有無およぴその比較  

4）患者が試験の参加に同意しない場合であっても不利益を受けないこと  

5）患者が就験の参加に同意した場合であっても随時これを撤回できること  

6）その他患者の人権保護に閲し必要な事項  

7）その他」   

これら事実からすると、A教授、B教授、C教授のご意見は承服しかねるものですが、もし、治験や  
臨床試験について指導的な立場にある各氏のご意見がここに示されたとおりであるならば、現行体制下  
の治故における被験者の保護も美質的に確保されていると言うには疑わしいと思わざるをえません。  

き くむすが＞   

音は、酷い臨床試験がたくさんあった机新GCPが成立した1997年以降の「治験」は適正に行われて  

いるので、施設ごとの委員会に申請する手続きの煩雑さを解消する意味からも、治験の規制緩和が必要  
とのご意見があるようです。  

http．伸γ蝕油、Weわ．た乙〔Orn／∃・恒m摘与べ  
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こうしたご意見が大きく反映されてか、金沢大学病院で行われていた「鎗床試験」には、同意原則す  

ら適用しなくても良いと昂（後に国立大学法人）は裁判で主張しました。また、現在の治験に関わる権  

威者三氏もそれを支持するかのような意見書をお出しになりました。   

たしかに我が国の発展を考えるとき、治験や臨床試験の推進は図られるべきでしょう。しかし、その  

推進は被験者あってのものです。ですから上述のような被験者軽視ともとれる「凱や㌻権威」の迷妄  

を糾すには、まず第一に、諸外∈引こあるように「人を対象とする研究」・「臨床試軌の法的定義を明  

確にすることにより国民的コンセンサスを形成し、内実のある被験者保森林制と臨床試験の信頼性確保  

のために「法的管理体制」整備が喫緊であると考えます。   

以上より「被顔者保護法J制定に向けての検討を最優先課題とされることを上申する次第です   

く綴居朗＞  

車上申音を準備中に、「ヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専門委員会jの再開、rヒト  

胚研究に関する専門委具合jの新たな開催について知りましたので、文部科学省㌻生命倫理・安全部  

会Jr特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会」r人クローン胚研究利用作業部会」にも合せて、被験者  

保護法制定の必要性を上申いたします。   

かねてより私は産婦人科医として、胚や中絶された胎児の再生医学への利用について、現在のような  

法的管理体制のない申で早急に容認する制度設計に対し異論を唱えてまいりました。2002年の胚利用に  

ついての新聞投稿1に応じて、京都大学再生医科学研究所の倫理委見易をなさっていたD虎より、弘の所  

属する医学部長宛に私の辞職を迫るかのような手紙が届けられたこともございましたので6、生命倫理  

専門調査会ではES細胞研究は適正に行われているとの態諭のもとにクローン駄作成を容驚する見解が示  

されたことに対しては、弘は疑問を感じております。   

その後、文部科学省一厚生労働省にまたがって蕃議会が開催され、ボランティアからの卵子提供の是  

非が、有償提供の是非も含め議論されているようですが、これは女性の尊厳を大きく損ねかねない方向  

であり、その現場を知る産婦人科医の一人としてこの方向は容記できるものではありません。ボラン  

ティアヘの卵子提供依頼を正当化しうる医学的意義があるかどうかを論じるとすれば、それは縦割りの  

審議会ではなく、国会で、国民的合意を形成しうるかどうかの議論が必要と考えます。上記生命倫理眉  

門調査会報告書に反対意見書を出された法律家の方が、専議会では法制化の必要性痘唱えることを控え  

ておられるご梯子と側聞致しますが、我が国の生命倫理面からも、十分なご議論をお願いしたいと思い  

ます。   

「ヒト幹細胞」の委員会では、中絶胎児の利用についての検討は別の委員会を設けて行うとされたよ  

うですが、同意能力のない人から組織や細胞を採取して行う研究を、現行のような法的管理体制のない  

まま容饗する「指針」は、例えそれにどんな厳しい条件を設けたところで、その条件を研究者に遵守さ  

せる実効性、罰則など、がないとなれば、全く意味がないと考えます。   

どうか、一刻も早く、このようなパラバラの縦割りの行政緒針でごまかすようなことなく、国会審醸  

を経て被験者保護法制を確立する方向へと、行政側からも方策を検討していただけますよう、お願い申  

し上げます。  

以上  

△土に戻る  

3：週刊金欄月空揚   

←左の画像をクリックしてください。  

別ウィンドウで拡大画像を読むことができま  

す。  
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△土に蚤塁   

4：参考澹科一覧  

● 打出音義r■直言」：『ES細胞研究、慎重に審彿を』  

朝日新聞 200之．10．2   

0 打出音素！‘読者交論j：『内部告発者の放い 積極的な保護を望む』  

東京新聞 ZOO3．5．14   

0 仲正昌椀、打出音義、仁木恒夫．  

『人体実験』と患者の人格権 一念沢大学付属病院無断臨床試験訴訟をめぐって一  

都茶の水書房、2003、3S－61   

0 打出音義 大学病院における「人体実験」と患者の人権一念沢大学付属病院無断暗應試験をめ  

ぐって一  

月刊情況 之004年4月号、70＿87   

0 打出音義蓼’患者の同意を得ない隠床試験（人体実験）」が規策に行われている．  

患者のための医療、2004年第9号、84－94   

● 打出菩鼓 学問の自由と研究者の倫理－ある産婦人科医の体験  

臨床評価、2004年、VOl．32、SupptXX暮、63＿7ヰ   

聯 打出睾無 力ルテ改ざん  

さいろ社、2004年、62＿65   

0「こちら囁報郡ユ：『被扱者保漁法制定訴え月『勝手に泉験‥，医の倫理は？盟  

東京新聞 ZOO5．3．5   

◎「朝日新聞・石川」：『遺族支えた医師の信念』  

朝日新聞 2005．6．2   

その勉  

ア 判例時報18ヰ1、12Z－135貰  

イ 判例時報1861、173＿177貢  

中 年報医事法学20号、1ZZ＿131草  
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